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アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号）

アレルギー疾患対策の推進に
関する基本的な指針

（平成29年厚生労働省告示第76号、
令和４年３月一部改正）

主な基本的施策

１）重症化の予防及び症状の軽減

 ・知識の普及等

 ・生活環境の改善

２）医療の均てん化の促進等

 ・専門的な知識及び技能を有する医師

 その他の医療従事者の育成

 ・医療体制の整備等

３）生活の質の維持向上

 ・その他アレルギー疾患医療に係る職種の育成

 ・関係機関の連携協力体制の整備

 ・国民全体への情報提供体制の整備

４）研究の推進等

 ・アレルギー疾患の本態解明

 ・疫学研究、基礎研究、臨床研究の促進と、

 その成果の活用

厚生労働大臣
基本指針案の作成

関係省庁

アレルギー疾患対策基本法第５条（抄）
自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策
を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

 目的
アレルギー疾患の増加に対し、国・自治体・医療者・社会全体が連携して、患者の生活の質の向上や重症化
の予防など、アレルギー疾患対策を総合的に推進する。

 主な対象疾患

気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー
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二．啓発及び知識の普及とアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
• 科学的根拠に基づいたアレルギー疾患医療に関する正しい知識の周知
• アレルギー疾患の発症及び重症化の予防と症状の軽減に資する生活環境改善のための取組

三．医療を提供する体制の確保に関する事項
• 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、管理栄養士その他の医療従事者全体の知識の普及及び技能の向上
• 居住地域や年代に関わらず適切なアレルギー疾患医療や相談支援を受けられるよう、アレルギー疾患医療提供体制を整備
• 中心拠点病院等の全国的な拠点となる医療機関及び都道府県アレルギー疾患医療拠点病院等の地域の拠点となる医療機関の役割や機
能、かかりつけ医との連携協力体制を整備

四．調査及び研究に関する事項
• 「免疫アレルギー疾患研究10か年戦略」に基づいた疫学研究、基礎研究、治療開発及び臨床研究の推進

アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針
（平成 2 9年厚生労働省告示第 7 6号 令和４年３月一部改正）

五．その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
• アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のための施策
• 地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進のため、地方公共団体が行う基本的施策
• 災害時の対応
• 必要な財政措置の実施と予算の効率化及び重点化

（例：関係省庁連絡会議等において、関係府省庁間の連携の強化及び施策の重点化を図る。）
• 本基本指針の見直し及び定期報告

一．アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
• 国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他医療関係者、学校等の設置者又は管理者が、各々の責務に
基づき、アレルギー疾患の発症及び重症化の予防と症状の軽減、医療の均てん化の促進、生活の質の維持向上、
研究の推進等のアレルギー疾患対策を総合的に推進する。

アレルギー疾患対策基本指針とは、アレルギー疾患対策基本法（平成26年法律第98号、平成27年12月施行）
第11条に則り、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図るため、厚生労働大臣が策定するもの。
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基本指針の検討スケジュールについて

年
度

令和７
(2025)

令和８
(2026)

令和９
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

令和14
(2032)

令和15
(2033)

令和16
(2034)

令和17
(2035)

協
議
会

基
本
指
針

医
療
計
画

第９次医療計画（令和12～17年度）

医療計画作成と同時期の改正

検討
必要に応じて改正

中間評価

医療計画作成 医療計画作成

検討にあたり

３回程度実施

検討にあたり

３回程度実施

検討にあたり

３回程度実施

検討にあたり

３回程度実施

検討
必要に応じて改正

検討
必要に応じて改正

○基本指針の見直し検討において、今回は令和８年度としているが、次回以降は医療計画作成との整合性を

取るために令和10年度から３年毎に検討を行うこととする。

第８次医療計画（令和6～11年度）

中間評価

検討
必要に応じて改正
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